
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｎｏ．３１で伝えたとおり中央執行委員の１２名は途中退席し

ましたが、臨時第１３回中央執行委員会にて、第３５回臨時大会

を開催することが決定されました。 

以下の判例が示すとおり、途中退席しても中央執行委員会は成

立しているとともに、退席は本部役員としての義務違反です。ま

してや組織として成功させなければならない臨時大会に出席し

ないという発言は、大会を破壊する行為に他なりません。 

 

【
富
士
火
災
海
上
保
険
事
件 

判
例
】 

大
会
成
立
要
件
と
し
て
執
行
委
員

の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
が
規
定
さ

れ
て
い
る
場
合
に
、
い
っ
た
ん
成
立
し

た
大
会
の
途
中
で
十
六
名
の
執
行
委

員
の
う
ち
十
二
名
が
退
場
し
定
足
数

を
欠
い
た
と
し
て
も
、
執
行
委
員
の
出

席
義
務
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
か

ら
、
大
会
決
議
は
有
効
で
あ
る
。 

【判
旨
（抜
粋
）】 

既
に
正
当
に
成
立
し
た
支
部
大
会
に

お
け
る
多
数
決
原
理
を
あ
え
て
実
力
で

否
認
す
る
手
段
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の

で
、
退
場
執
行
委
員
ら
の
行
動
は
、
元
来

執
行
委
員
が
大
会
の
構
成
員
と
さ
れ
た

こ
と
自
体
こ
れ
ら
の
者
に
出
席
す
る
権

限
と
共
に
義
務
を
追
わ
せ
た
主
旨
と
解

さ
れ
る
の
に
、
こ
れ
を
あ
え
て
否
定
す
る

行
動
で
違
法
で
あ
る
こ
と
。 


